
 特別徴収継続の場合

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

【提出先】　〒020-8530　岩手県盛岡市内丸12番２号　盛岡市　財政部市民税課　市民税第一係　（提出は、郵送又は、窓口までお願いします。電子メール、FAXでは受付できません。）
複数の場合は、この届出書を複写して使用していただくか、盛岡市公式ウェブサイト「https://www.city.morioka.iwate.jp/」内から「ID 1014797」を検索しダウンロードして使用してください。
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（新規の場合のみ記載）

左記の一括徴収した税額は、

      　月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

１. 異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２. 異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がない
ため
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徴収し、納入するよう連絡済みです。
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